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【 第２９回中標津町まちづくり町民会議報告 】 

 

日時：平成２３年６月８日（水）１９：００～２１：００ 

場所：中標津町役場 ３階 ３０１号会議室 

出席者：２０名（中標津町まちづくり町民会議委員１２名、ファシリテーター１名（東田）、 

                         職員プロジェクト２名、事務局５名） 

 

＜会議次第＞ 

 １ 開  会 

 ２ 開会挨拶 

 ３ 議 題 

 （１）前回の振り返り 

 （２）全体討議 

   ①条文の確認について 

・第３章 町民 

・第４章 町民及び町民活動団体 

・第７章 行政運営の原則 

・第８章 連携及び交流 

   ②条文の内容について 

    ・第９章 条例の見直し 

      第３９条 条例の見直し 

      第４０条 中標津町民自治推進会議 

    ・第１０章 条例の位置づけ 

      第４１条 条例の位置付け 

    ・前文 

 （３）今回の振り返りと次回の確認 

 ４ 閉会挨拶 

 ５ 閉  会 

 

＜配布資料＞ 

・第３章 町民会議、策定委員会班長会議修正案 

  ・第４章 町民会議、策定委員会班長会議修正案 

  ・第７章 町民会議、策定委員会班長会議修正案 

  ・第８章 町民会議、策定委員会班長会議修正案 

  ・第９章 ですます調修正案 

  ・第10章 ですます調修正案 

  ・前文（町民会議３班併記案） 
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＜会議結果報告＞ 

 

１ 開会 

 

２ 挨拶： 杉本会長 

 

３ 議題＜進行：東田ファシリテーター＞ 

 （１）前回の振り返り 

⇒ 東田ファシリテーターより報告書にて説明 

  （２）全体討議 

    ①条文の確認について 

     ・第３章 町民 

    ⇒ 変更部分を事務局より説明。 

条文について、確認し、修正案のとおり、町民会議案とした。 

（第３章町民会議、策定委員会班長会議修正案（Ｐ５）） 

 

・第４章 町内会及び町民活動団体 

⇒ 変更部分を事務局より説明。 

条文について、確認し、修正案のとおり、町民会議案とした。 

            （第４章町民会議、策定委員会班長会議修正案（Ｐ６）） 

 

・第７章 行政運営の原則 

 ⇒ 変更部分を事務局より説明。 

条文について、検討し、次のとおり町民会議案とした。 

            （第７章町民会議、策定委員会班長会議修正案（Ｐ８）） 

 

 

 

 

 

 

 

・第８章 連携及び交流 

 ⇒ 変更部分を事務局より説明。 

条文について、確認し、修正案のとおり、町民会議案とした。 

            （第８章町民会議、策定委員会班長会議修正案（Ｐ１２）） 

 

②条文の内容について 

     ・第９章 行政運営の原則 

〔全体討議風景] 

 

（出資法人等） 

第２９条 行政は、行政が出資、補助及び職員の派遣を行ってい

る法人その他の団体（以下「出資法人等」といいます。）に関

し、運営状況等を定期的に公表します。 

２ 行政は、出資法人等の出資内容、補助内容及び派遣の目的、

効果及び必要性について定期的に調査、検討を行い、その結果

を公表します。 
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    ⇒ 事務局より内容を説明。 

      「中標津町民自治推進会議（仮称）」の名称は、次回に決めることとした。 

その他条文について、検討し、町民会議案とした。 

（第９章ですます調修正案（Ｐ１３）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１０章 条例の位置付け 

    ⇒ 事務局より内容を説明。 

条文について、検討し、町民会議案とした。 

（第10章ですます調修正案（Ｐ１４）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第９章 条例の見直し 

（条例の見直し） 

第３８条 町長は、この条例の施行の日から換算して 5年を越え

ない期間ごとに、この条例の見直しを行うものとします。 

３ 町長は、前項 2項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例

とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断し

たときは、必要な措置を講じます。 

（中標津町民自治推進会議） 

第３９条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附

属機関として中標津町民自治推進会議（以下「自治推進会議」

という）を設置します。 

２ 自治推進会議は、町長の諮問に応じ答申し、又は次の事項を

審議し、意見を述べることができます。 

 （１）この条例に基づく政策の制度化、町民参加の状況、条例

の運用状況に関する事項 

 （２）この条例の見直しの関する事項 

 （３）町民が主体の自治の推進に関する基本的な事項 

３ 前各項に定めるもののほか、自治推進会議の組織及び運営に

関し必要な事項は、別に定めます。 

（国内外との交流） 

第４０条 この条例は、中標津町の自治の実現に関する最高規範

として位置づけます。 

２ 町民、議会及び行政は、この条例を遵守しなければなりませ

ん。 

３ 町民、議会及び行政は、条例等の制定及び改廃、法令等の解

釈及び運用その他行政運営にあたっては、この条例の趣旨を尊

重しなければなりません。 

４ 議会と行政は、この条例と他の条例等とを体系的に整備しな

ければなりません。 
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     ・前文 

    ⇒ 内容について、検討し、次回に決めることとした。 

（前文ですます調修正案（Ｐ１５）） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 （３）今回の振り返りと次回の確認 

⇒ 東田ファシリテーターより説明 

 

     次回以降の町民会議の日程は、下記のとおり予定しております。 

    ○ 第３０回 平成２３年 ６月 ９日（木） 役場３階３０１号会議室 

    ○ 第３１回 平成２３年 ６月２３日（木） 役場３階３０１号会議室 

 

  （４）その他 

       ⇒ 特になし。 

 

 ４ 閉会挨拶：飯島副会長 

 

 ５ 閉  会 

〔全体討議風景] 

   



試案 全体討議案 
 

（町民の権利） 

第１１条 町民は、議会及び行政に参加する権利を有する。 

２ 町民は、議会及び行政に関する情報を知る権利を有する。 

３ 町民は、前 2項の権利を行使し、又は行使しないことを理

由に不利益な取扱いを受けない。 

４ 町民は、公正な行政サービスを受ける権利を有する。 

 

（町民の権利） 

第１２条 町民は、議会と行政に関する情報を知る権利を有します。 

２ 町民は、議会と行政に参加する権利を有します。 

３ 町民は、前 2項の権利を行使し、又は行使しないことを理由に

不利益な取扱いを受けません。 

４ 町民は、行政サービスを公正に受ける権利を有します。  

 

（町民の役割） 

第１２条 町民は、自治の実現の主体としての役割を自覚し、

町民相互の自主性及び自立性を尊重するとともに、自ら町民

が主体の自治の実現に努めるものとする。 

２ 町民は、町民の権利の行使にあたっては、自らの発言及び

行動に責任を持つとともに、将来の世代に配慮するよう努め

るものとする。 

３ 町民は、公正な行政サービスを受けるために必要な負担を

分担する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（町民の役割） 

第１３条 町民は、自治の実現の主体としての役割を自覚するとと

もに、町民相互の自主性と自立性を尊重し、町民が主体の自治の

実現を図ります。 

２ 町民は、町民の権利の行使にあたっては、発言と行動に責任を

持つとともに、将来の世代に配慮します。 

 

３ 町民は、行政サービスを公正に受けるために必要な負担を担い

ます。 

４ 町民は、災害等の緊急時において、防災等に対する意識の高揚を図り、相

互に助け合い、行動します。 

第３章 町民 



試案 全体討議案 
 

（町内会等の定義） 

第１３条 町内会等とは、地縁組織及び町民が主体性をもって

組織し、活動する団体をいう。 

   

 
（町内会及び町民活動団体の定義）  

第１４条 町内会とは、居住する地域の地縁による団体をいいます。 
２ 町民活動団体とは、主体性をもって組織し、社会貢献活動によ

り公益の増進に寄与する団体をいいます。  
 

 

（町内会等の役割） 

第１４条 町内会等は、地域社会において自らできることを考

え、行動し、自治活動の拡充に取り組むよう努めるものとす

る。 

２ 町内会等は、多くの町民の参加を促進するために必要な環

境づくりに努めるものとする。 

３ 町内会等は、地域の課題解決のため他の町内会等との相互

の連携や行政と協働し、活動の充実に努めるものとする。 

４ 町内会等は、地域社会における課題解決のために、行政と

の協議及び行政への提案をすることができる 

 

 

 

（町内会及び町民活動団体の役割）          
第１５条 町内会及び町民活動団体は、地域社会において自ら考え、

行動し、自治活動の拡充に取り組みます。  
 
２ 町内会及び町民活動団体は、多くの町民の参加を促進するため

に必要な環境をつくります。  
３ 町内会及び町民活動団体は、地域の課題解決のため、相互の連

携や行政との協働により活動の充実を図ります。  
４ 町内会及び町民活動団体は、地域社会における課題解決のため

に、行政に対し協議や提案をすることができます。  
５ 町内会及び町民活動団体は、災害等の緊急時において、地域に

おける連携協力体制を構築し、その充実を図ります。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 町内会及び町民活動団体 



試案 全体討議案 

 

（町内会等における町民の役割） 

第１５条 町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らす

ことのできる地域社会の実現のために、町内会等を組織する。 

２ 町民は、地域社会の担い手である町内会等の重要性を認識

し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これを守り

育てるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 
（町内会及び町民活動団体にかかわる町民の役割）  

第１６条 町民は、互いに助け合い、安心して心豊かに暮らすこと

のできる地域社会の実現のために、町内会及び町民活動団体を組

織します。  
２ 町民は、地域社会の担い手である町内会及び町民活動団体の重

要性を認識し、その活動に協調性をもって積極的に参加し、これ

を守り育てます。  
 

 

（町内会等における行政の役割） 

第１６条 行政は、町内会等の自主性と自立性を尊重し、連携

を図るとともに、その活動を促進するため、常に適切な支援

を講じるものとする。 

２ 行政は、町内会等から協議及び提案を受けた場合は、その

趣旨を尊重し、行政運営に反映させるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（町内会及び町民活動団体にかかわる行政の役割）  
第１７条 行政は、町内会及び町民活動団体の自主性と自立性を

尊重し、連携を図るとともに、その活動を促進するため、支援し

ます。  
２ 行政は、町内会及び町民活動団体から協議や提案を受けた場合  
は、その趣旨を検討し、その結果を反映します。  

 

 

第４章 町内会及び町民活動団体 



試案 全体討議案 

 

（説明責任） 

第２４条 行政は、町民に対し、行政運営に関する内容及び経過

を分かりやすく説明する責任を有する。 

 

 

（説明責任） 

第２５条 行政は、町民に対し、行政運営に関する内容と経過を分

かりやすく説明する責任を有します。 

 

 

（協働の推進） 

第２５条 行政は、町民と協働して地域社会における課題の解決

を図るために必要な措置を講じるものとする。この場合におい

て、行政は、町民の自主的及び自立的な活動を尊重しなければ

ならない。 

 

 

（協働の推進） 

第２６条 行政は、町民と協働して地域社会における課題の解決を

図るために必要な措置を講じ、町民の自主的及び自立的な活動を

尊重しなければなりません。 

 

 

（総合計画） 

第２６条 町長は、行政運営を総合的かつ計画的に運営するた

め、議会の議決を経て基本構想及び基本計画を定めるととも

に、その実現を図るための実施計画を定めるものとする。 

２ 行政は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本計画及び

実施計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定及び実施にあ

たっては、総合計画との整合性を確保するものとする。 

３ 行政は、総合計画その他の計画の策定にあたっては、多くの

町民の意見を反映させるため、町民参加を積極的に進め、その

実施にあたっては進行状況を適切に把握し、毎年当該計画の内

容について見直しをするとともに、町民に分かりやすく公表す

るものとする。 

 

 

 

 

（総合計画） 

第２７条 町長は、行政運営を総合的かつ計画的に運営するため、 

         総合計画 

議会の議決を経て基本構想及び基本計画を定め、その実現を図る

ための実施計画を定めます。 

２ 行政は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本計画及び実

施計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定と実施にあたって

は、総合計画との整合性を図り確保します。 

３ 行政は、総合計画その他の計画の策定にあたっては、多くの町

民の意見を反映させるため、町民参加を積極的に進めます。 

４ 行政は、総合計画その他の計画の実施にあたっては進行状況を

適切に把握し、毎年当該計画の内容について見直しをするととも

に、町民に分かりやすく公表します。 

 

第７章 行政運営の原則 



試案 全体討議案 

 

（財政運営） 

第２７条 行政は、すべての会計を通じた財政運営の状況を分析

するとともに、財政運営に関する計画を定めることにより、財

政の健全な運営を行うものとする。 

２ 行政は、前項の規定に基づいて、予算を編成し、中長期的な

財政見通しにより、財源及び財産の効果的かつ効率的な活用を

行わなければならない。  

３ 行政は、予算及び決算の内容並びに財政運営の状況を町民に

分かりやすく公表しなければならない。 

 

 

（財政運営） 

第２８条 行政は、財政運営の状況を分析し、財政運営に関する計

画を定めることにより、財政の健全な運営を行います。 

 

２ 行政は、前項の規定に基づいて、予算を編成し、財源及び財産

の効果的かつ効率的な活用を行わなければなりません。 

  

３ 行政は、予算と決算の内容及び財政運営の状況を町民に分かり

やすく公表しなければなりません。 

 

 

（出資法人等） 

第２８条 行政は、行政が出資、補助及び職員の派遣を行ってい

る法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)に関し、そ

の出資法人等の運営の状況等を定期的に公表するものとする。 

２ 行政は、出資法人等に対する出資、補助及び職員の派遣の目

的、効果及び必要性について定期的に調査及び検討を行い、そ

の結果を公表するものとする。 

 

 

（出資法人等） 

第２９条 行政は、行政が出資、補助及び職員の派遣を行っている

法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)に関し、その出

資法人等の運営の状況等を定期的に公表するとともに、出資内

容、補助内容及び職員の派遣の目的、効果及び必要性について定

期的に調査と検討を行い、その結果を公表します。 

 

 

（政策法務） 

第２９条 行政は、中標津町の課題解決に必要な政策を実現する

ため、必要に応じて条例、規則その他の規程(以下「条例等」

という。)の制定及び改廃を行うとともに、法令等の自主的か

つ適正な解釈及び運用を行うものとする。 

 

 

 

（政策法務） 

第３０条 行政は、必要に応じて条例、規則その他の規程(以下「条

例等」という。)の制定及び改廃を行い、法令等の自主的かつ適

正な解釈及び運用を行います。 

 

第７章 行政運営の原則 



試案 全体討議案 

 

（職員の任用及び育成） 

第３０条 行政は、公正かつ適正な手続により職員を任用するも

のとする。 

２ 行政は、適材適所の職員配置を行うとともに職員研修の充実

により、職員の政策形成能力、法務能力その他、必要な能力の

向上を図るものとする。 

 

 

（職員の任用及び育成） 

第３１条 行政は、公正かつ適正な手続により職員を任用します。 

 

２ 行政は、職員の適正な適材適所の配置を行うとともに、研修の

充実により、必要な能力の向上を図ります。 

 

 

（行政手続） 

第３１条 行政は、条例等に基づく処分、行政指導及び届出に関

する手続並びに規則等を定める手続に関して共通する事項を

定めることにより、行政手続における公正の確保と透明性の向

上を図らなければならない。 

２ 前項に規定する手続に関して共通する事項は、別に条例で定

める。 

 

 

（行政手続） 

第３２条 行政は、行政手続における公正の確保と透明性の向上を

図らなければなりません。 

 

 

２ 前項に規定する手続に関して必要な共通する事項は、別に条例

で定めます。 

 

 

（行政評価） 

第３２条 行政は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行

政が行う事務及び事業について適切な評価基準に基づく行政

評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させるも

のとする。 

２ 行政評価の実施にあたっては、町民参加による外部評価を行

うとともに、行政評価に関する情報を分かりやすく公表するも

のとする。 

 

 

（行政評価） 

第３３条 行政は、事務及び事業について適切な評価基準に基づく

行政評価を実施し、その結果を予算、事務及び事業へ反映させま

す。 

２ 行政評価の実施にあたっては、町民参加による外部評価を行う

とともに、行政評価に関する情報を分かりやすく公表します。 

 

  

第７章 行政運営の原則 



 

試案 全体討議案 

 

（危機管理） 

第３３条 町民は、災害等の緊急時において、相互に助け合い、

行動するため防災等に対する意識の高揚を図り、地域における

連携協力体制の構築、充実に努めなければならない。 

２ 行政は、災害等の緊急時に備え、町民の生命、身体及び財産

の安全性の確保及び向上並びに総合的かつ機能的な危機管理

体制の整備を行うものとする。 

３ 行政は、危機管理の体制を強化するため、町民の危機管理に

対する意識を醸成するとともに、町民、関係団体等との連携を

図るものとする。 

 

 

 

（危機管理） 

第３４条 行政は、災害等の緊急時に備え、町民の生命、身体及び

財産の安全性の確保と向上を図り、総合的かつ機能的な危機管理

体制の整備を行います。 

２ 行政は、危機管理の体制を強化するため、町民の危機管理に対

する意識を高め醸成し、町民、すべての関係機関団体等との連携

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 行政運営の原則 



試案 全体討議案 
 

（国及び北海道との連携協力）                   

第３４条 議会及び行政は、政策を実施するため必要がある

ときは、国及び北海道との役割分担を踏まえ、国及び北海

道に対して適切な措置を講じるよう提案するとともに、相

互に連携を図りながら協力するものとする。 

 

 
（国及び北海道との連携）                   

第３５条 議会と行政は、必要に応じて、国及び北海道に対して適切

な措置を講じるよう提案し、相互に連携を図ります。 

 

 

（他の市町村との連携協力） 

第３５条 議会及び行政は、共通する課題の解決を図るため、

他の市町村と相互に連携を図りながら協力するものとす

る。 

２ 行政は、前項の課題を解決するため、他の市町村と共同

で組織を設置できるものとする。 

 

 

（他の市町村との連携） 

第３６条 議会と行政は、共通する課題の解決を図るため、他の市町

村と相互に連携を図ります。 

 

２ 行政は、広域的な課題を解決するため、他の市町村と共同で組織

を設置できるものとします。 

 

 

（諸団体との連携協力） 

第３６条 議会及び行政は、社会活動に寄与する諸団体、公

共性の高い営利を目的としない民間団体と、相互に連携を

図りながら協力するものとする。 

 

 

 

（国内外との交流） 

第３７条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々との

交流を深め、その活動によって得た経験、知識及び技術を活

かし、町民が主体となる自治の確立に取り組むものとする。  
 

 

（国内外との交流） 

第３７条 町民、議会及び行政は、国内外の様々な人々や団体との交

流を深め、得た経験、知識及び技術を活かします。 

 

 

 

第８章 連携及び交流 



試案                全体討議案 
 

（条例の見直し） 

第３８条 町長は、この条例の施行の日から起算して 5年を

超えない期間ごとに、この条例の見直しを行うものとする。 

２ 町長は、前項の見直しにあたっては、次条に定める中標

津町民自治推進会議に、必要な意見を求めるものとする。 

３ 町長は、前２項に規定する検討の結果を踏まえ、この条

例とこの条例に基づく制度を見直すことが適当であると判

断したときは、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 
（条例の見直し） 

第３８条 町長は、この条例の施行の日から起算して 5年を超えない

期間ごとに、この条例の見直しを行うものとします。 

２ 町長は、前項の見直しにあたっては、次条に定める中標津町民自

治推進会議に、必要な意見を求めるものとします。 

３ 町長は、前２項に規定する検討の結果を踏まえ、この条例とこの

条例に基づく制度を見直すことが適当であると判断したときは、必

要な措置を講ずるものとします。 

 
 

（中標津町民自治推進会議） 

第３９条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長

の附属機関として中標津町民自治推進会議（以下「自治推

進会議」という。）を設置する。 

２ 自治推進会議は、町長の諮問に応じ答申し、又は次の事

項を審議し、意見を具申するものとする。 

（１）この条例に基づく政策の制度化、町民参加の状況、

条例の運用状況に関する事項 

（２）この条例の見直しに関する事項 

（３）町民が主体の自治の推進に関する基本的な事項 

３ 自治推進会議は、委員１０人以内をもって組織する。 

４ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。 

５ 前各項に定めるもののほか、自治推進会議の組織及び運

営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 
（中標津町民自治推進会議） 

第３９条 この条例を守り育て、実効性を高めるため、町長の附属機

関として中標津町民自治推進会議（以下「自治推進会議」という。）

を設置します。 

２ 自治推進会議は、町長の諮問に応じ答申し、又は次の事項を審議

し、意見を具申するものとします。 

（１）この条例に基づく政策の制度化、町民参加の状況、条例の運

用状況に関する事項 

（２）この条例の見直しに関する事項 

（３）町民が主体の自治の推進に関する基本的な事項 

３ 自治推進会議は、委員１０人以内をもって組織します。 

４ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とします。ただし、再任は妨げません。 

５ 前各項に定めるもののほか、自治推進会議の組織及び運営に関し

必要な事項は、別に定めます。 

 
 
 

第９章 条例の見直し 



試案                全体討議案 
 

（条例の位置付け） 

第４０条 この条例は、中標津町の自治の実現に関する最高

規範であり、町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵

守しなければならない。 

２ 町民、議会及び行政は、条例等の制定及び改廃、法令等

の解釈及び運用その他行政運営にあたっては、この条例の

趣旨を最大限に尊重しなければならない。 

３ 議会及び行政は、この条例の趣旨に基づき、各分野にお

ける基本条例等を制定し、これらの条例と他の条例等とを

体系的に整備しなければならない。 

 

 
（条例の位置付け） 

第４０条 この条例は、中標津町の自治の実現に関する最高規範であ

り、町民、議会及び行政は、この条例を誠実に遵守しなければなり

ません。 

２ 町民、議会及び行政は、条例等の制定及び改廃、法令等の解釈及

び運用その他行政運営にあたっては、この条例の趣旨を最大限に尊

重しなければなりません。 

３ 議会及び行政は、この条例の趣旨に基づき、各分野における基本

条例等を制定し、これらの条例と他の条例等とを体系的に整備しな

ければなりません。 

 

 

第１０章 条例の位置付け



前文（各班別討議案） 

試案 Ａ班 Ｂ班 Ｃ班 

私たちのまち中標津町は、北海道の東部、

根室管内の中部に位置し、標津川の豊かな流

れと武佐岳などに象徴される豊かな自然のも

と、１９１１年（明治４４年）１３戸４０人

の俵橋地区入植にはじまり、１９３７年（昭

和１２年）国鉄標津線の開通により、根室管

内内陸の交通の要衝として栄え、農業のめざ

ましい発展による人口増加とともに、１９４

６年（昭和２１年）標津村から分村し誕生し

ました。 

その後、先人たちのたゆまぬ努力によって、

分村後、わずか３年余りの１９５０年（昭和

２５年）１月１日に町制が施行され、根室管

内の中核都市として発展を遂げてきました。 

私たちは、このまちの歴史と伝統を継承し、

豊かな自然を守り、産業基盤の整備や定住基

盤、生活環境の整備をさらに充実していくと

ともに、人と自然と街の共生を理想とし、だ

れもが住みたくなる魅力と個性に満ちたまち

を築かなければなりません。 

私たちは、自ら考え、行動し、決定するこ

とによる町民が主体の自治の実現を基本とし

て、中標津町民憲章の精神を尊重し、私たち

の進むべき未来に関する合意を形成する道筋

を明らかにするとともに、次世代を担う子ど

もたちに胸を張って誇れる故郷（ふるさと）

中標津町を創るため、ここに中標津町自治基

本条例を制定します。 

私たちのまち中標津町は、東経１

４５度、北海道東部の内陸に位置し

ています。明治末期に始まった原野

の開拓は、冷害による凶作が続き、

主畜農業に方針転換したことがその

後の大規模な酪農地帯としての発展

につながりました。 

私たちは、風土によって培われて

きたおおらかな気風や歴史を継承

し、先人から受け継がれた澄みきっ

た青空、豊かな緑、きれいな水を守

り、だれもが住み続けたくなる魅力

と個性に満ちたまち、次世代を担う

子どもたちが胸を張って誇れる故郷

を築かなければなりません。 

中標津町民憲章の精神を尊重し、

自ら考え、行動し、決定する、町民

が主体の自治を実現するために、こ

こに中標津町自治基本条例を制定し

ます。 

私たちのまち中標津町は、東経１

４５度、北海道東部の内陸に位置し

ています。明治末期に始まった原野

の開拓は、冷害による凶作が続き、

主畜農業に方針転換したことがその

後の大規模な酪農地帯としての発展

につながりました。 

 私たちは、このまちの歴史を知り、

町民憲章の精神を尊重し、先人のた

ゆまぬ努力と労苦をしのび、その心

を受けて、人と自然との共生を理想

とする、次世代に誇れるふるさとを

創り、町民が主体のまちづくりを推

進するための自治の最高規範とし

て、ここに中標津町自治基本条例を

制定します。 

中標津町は、北海道東部、根室海

峡の内陸に位置し、知床、摩周、阿

寒の連なる山々と、気高き武佐岳に

見守られ、標津川の流れとともにひ

らけゆくまちです。 

明治に始まった原野の開拓は、先

人の労苦とたゆまぬ努力、助け合う

心により酪農地帯をつくり上げ、商

工業の発展とともに人があつまり、

根室管内の中核として発展してきま

した。 

 私たちは、このまちの風土や歴史

を知り、「みんなの力で明るい豊かな

町をつくる」という町民憲章の精神

を尊重し、人と自然との共生、人と

人とがつながり、次世代につなげる

故郷中標津を築かなければなりませ

ん。 

 私たちは、自ら考え、行動し、決

定することによる、町民が主体の自

治を推進するための礎として、ここ

に中標津町自治基本条例を制定し

ます。 

※     部分は、共通語句  


